
工
業
所
有
権
審
議
会
令
及
び
弁
理
士
法
施
行
令
の
一
部
を
改
正
す
る
政
令
案
参
照
条
文

○
弁
理
士
法
（
平
成
十
二
年
法
律
第
四
十
九
号
）

（
抄
）

（
試
験
の
執
行
）

第
十
二
条

弁
理
士
試
験
は
、
審
議
会
等
（
国
家
行
政
組
織
法

（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第

八
条
に
規
定
す
る
機
関
を
い
う

）
で
政
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
審
議
会
」
と
い
う

）
が
、
こ
れ

。

。

を
行
う
。

２

弁
理
士
試
験
は
、
毎
年
一
回
以
上
、
こ
れ
を
行
う
。

（
合
格
証
書
）

第
十
三
条

弁
理
士
試
験
に
合
格
し
た
者
に
は
、
当
該
試
験
に
合
格
し
た
こ
と
を
証
す
る
証
書
を
授
与
す

る
。

（
合
格
の
取
消
し
等
）

第
十
四
条

審
議
会
は
、
不
正
の
手
段
に
よ
っ
て
弁
理
士
試
験
を
受
け
、
又
は
受
け
よ
う
と
し
た
者
に
対

し
て
は
、
合
格
の
決
定
を
取
り
消
し
、
又
は
そ
の
試
験
を
受
け
る
こ
と
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

審
議
会
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
処
分
を
受
け
た
者
に
対
し
、
情
状
に
よ
り
三
年
以
内
の
期
間
を
定

め
て
弁
理
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
と
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
受
験
手
数
料
）

第
十
五
条

弁
理
士
試
験
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
実
費
を
勘
案
し
て
政
令
で
定
め
る
額
の
受
験
手
数

料
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
納
付
し
た
受
験
手
数
料
は
、
弁
理
士
試
験
を
受
け
な
か
っ
た
場
合
に
お
い
て
も

返
還
し
な
い
。

（
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
）



第
十
五
条
の
二

特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
に
関
す
る
訴
訟
代
理
人
と
な
る
の

に
必
要
な
学
識
及
び
実
務
能
力
に
関
す
る
研
修
で
あ
っ
て
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
も
の
を
修
了
し
た

弁
理
士
に
対
し
、
当
該
学
識
及
び
実
務
能
力
を
有
す
る
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
た
め
、
論
文
式
に
よ
る

筆
記
の
方
法
に
よ
り
行
う
。

２

第
十
二
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
の
規
定
は
、
特
定
侵
害
訴
訟
代
理
業
務
試
験
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

○
国
家
行
政
組
織
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
二
十
号
）

（
抄
）

（
審
議
会
等
）

第
八
条

第
三
条
の
国
の
行
政
機
関
に
は
、
法
律
の
定
め
る
所
掌
事
務
の
範
囲
内
で
、
法
律
又
は
政
令
の

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
重
要
事
項
に
関
す
る
調
査
審
議
、
不
服
審
査
そ
の
他
学
識
経
験
を
有
す
る
者

等
の
合
議
に
よ
り
処
理
す
る
こ
と
が
適
当
な
事
務
を
つ
か
さ
ど
ら
せ
る
た
め
の
合
議
制
の
機
関
を
置
く

こ
と
が
で
き
る
。


